
「やまぼうし」利⽤料⾦表
【 ⼊所・短期⼊所利⽤ 】 （令和４年１０⽉１⽇より）

区 分 単位 多床室

(2⼈部屋  
  4⼈部屋)

従来型個室

(1⼈部屋)

多床室

(2⼈部屋  
  4⼈部屋)

従来型個室

(1⼈部屋)

⼀

部

負

担

⾦

要⽀援１ １⽇ ６１０円 ５７７円

要⽀援２ 〃 ７６８円 ７２１円

要介護１ 〃 ７８８円 ７１４円 ８２７円 ７５２円

要介護２ 〃 ８３６円 ７５９円 ８７６円 ７９９円

要介護３ 〃 ８９８円 ８２１円 ９３９円 ８６１円

要介護４ 〃 ９４９円 ８７４円 ９９１円 ９１４円

要介護５ 〃 １,００３円 ９２５円 １,０４５円 ９６６円

初期加算 １⽇ ３０円

外泊時費⽤ 〃 ３６２円

〃 ８００円

認知症ケア加算 〃 ７６円 ７６円

夜勤職員配置加算 〃 ２４円 ２４円

〃 ２２円 ２２円

療養⾷加算 １⾷ ６円 ８円

１⽇ １２０円 １２０円

〃 ２００円

１回 ２４０円

〃 ２００円

〃 ４５０円

〃 ４００円

〃 ５００円

〃 ４００円

〃 ３５０円

送迎加算(⽚道) 〃 １８４円

⼝腔衛⽣管理加算 １⽉ ９０円

〃 ３３円

排せつ⽀援加算 〃 １０円

〃 ３円

科学的介護推進

体制加算(Ⅰ)
〃 ４０円

※ ⼊所時に１回 ２０円

１⽇ ８０円

〃 １６０円

〃 ８２０円

〃 １，６５０円

※ ※ ※

※ ※ ※

※ ※ ※

⾷ 費 １⽇ １,６００円 １,６００円

居住費 〃 ４６０円 １,６６８円

滞在費 〃 ４６０円 １,６６８円

そ

 
の

 
他

 
の

 
料

 
⾦

⽇常⽣活⽤品費 １⽇    １１０円

教養娯楽費 〃    １１０円

電気代 〃    ５０円

洗

濯

代

特 ⼤ １枚    ２００円

⼤ 〃    １５０円

中 〃      ８０円

⼩ 〃      ２０円

〃 実 費

理

容

代

整髪のみ １回 ２,２００円

〃 ２,５００円

健康管理費 〃 実 費

⽂書料 １件  １,１００円〜

若年性認知症受⼊加算

再⼊所時

栄養連携加算
⼊所前後訪問指導加算

試⾏的退所時指導加算

退所時情報提供加算

⼊退所前連携加算(Ⅱ

認知症情報提供加算

ドライクリー

整 髪

(顔そり込)

施設サービス 短期⼊所療養介護

内       容

 おむつ代を含む。

    〃

    〃

    〃

    〃

    〃

    〃

加
算
料
⾦
等

⼊所した⽇から30⽇間に限り加算する。

外泊した場合⼀部負担⾦に代えて算定（６⽇限度）。

認知症専⾨棟に⼊所した場合に加算する。

介護職員のうち介護福祉⼠が８０％以上の場合に加算する。

リハビリテーション
マネジメント
計画書情報加算

安全対策体制加算

ターミナルケア加算

※上記の⼀部負担⾦・加算料⾦は介護保険の給付にかかる⾃⼰負担割合が１割の⽅の場合の⾦額です。⾃⼰負担割合が２割の⽅の場合は⾦額が２倍、３割の⽅の場合は
⾦額が３倍となります。

 おやつを含む。
(短期⼊所、朝：400円、昼：600円、⼣：600円)

光熱⽔費相当額と部屋代。

褥瘡マネジメント加算

サービス提供体制
強化加算(Ⅰ)

６５歳未満の若年性認知症の⽅で､利⽤者ごとに担当者を定め､利⽤者の特性や
ニーズに応じたサービス提供を⾏う場合に加算。

認知症⾏動・

⼼理症状緊急対応加算

医師が認知症の⾏動・⼼理症状により在宅での⽣活が困難であり、緊急に⼊所
することが適当である判断した場合に⼊所⽇から７⽇間を限度として加算。

短期集中リハビリ
テーション実施加算

⼊所後、3か⽉間の間に、1週間につき概ね3⽇以上リハビリテーションを実施
した場合に加算。

⼊所予定⽇前30⽇以内⼜は⼊所後7⽇以内に⼊所される⽅の居宅を訪問した場
合に加算。

退所時指導が⾏われた場合に加算。

退所後の主治医に診療状況の紹介が⾏われた場合に加算｡

居宅介護⽀援事業者に情報提供し、当該提供者と連携し、退所後居宅サービス
の調整を⾏った場合に加算。

認知症の疑いのある⼈を認知症疾患センター等に紹介した場合に加算。

⼊退所時に送迎を⾏った場合に加算。

⻭科医師の指⽰を受けた⻭科衛⽣⼠が⼝腔ケアを⽉４回以上⾏った場合に加
算。

医師から回復の⾒込みがないと判断された⼊所者に対し､ターミナルケアに係
る計画を作成し、説明、実施した場合に加算。

介護職員

処遇改善加算（Ⅲ）
介護保険適⽤分の⼀部負担⾦・加算料⾦の⼩計に１.６%を乗じた額。

介護職員等特定

処遇改善加算（Ⅰ）
介護保険適⽤分の⼀部負担⾦・加算料⾦の⼩計に２.１%を乗じた額。

介護職員等

ベースアップ等⽀援加算
介護保険適⽤分の⼀部負担⾦・加算料⾦の⼩計に０.８%を乗じた額。

⻭ブラシ､⽯けん､トイレットペーパー､タオル､おしぼり､コップ、化粧品な
ど。

レクリエーション材料、遊具費など。

トレーナー(厚⼿)、上着、半てん、、タオルケット、座布団、クッションなど

パジャマ上、パジャマ下、夏物Ｔシャツ、ズボン下、など。

パンツ、タオル、ハンカチ、靴下、ヒッププロテクターなど。

業者に外注。（汚れの度合いにより料⾦が異なる。）

インフルエンザ予防接種代、肺炎球菌予防接種代。

⽂書料、証明書料。

⽤（在宅サービスを利⽤す

ブラウス、ポロシャツ、⻑袖Ｔシャツ、半袖パンピース、スカート、ズボン、ス

居宅における外泊を認め、当該⼊所者が、介護⽼⼈保健施設により提供される
在宅サービスを利⽤した場合に算定（６⽇限度）。

利⽤者２０名に１名以上の職員が夜勤した場合に加算する。

糖尿⾷・腎臓⾷等、特別な⾷事を提供した場合に加算する。

医師、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠等が共同し、リハビリテーション
実施計画を⼊所者またはその家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの
質を管理する。⼊所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚
⽣労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リ
ハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活⽤する。

排泄に介護を要する⼊所者に対し、多職種が協働して⽀援計画を作成し、その
計画に基づき⽀援した場合に加算。

褥瘡発⽣を予防するため、褥瘡の発⽣と関連の強い項⽬について、定期的な評
価を実施し、その結果に基づき計画的に管理した場合に加算。

利⽤者ごとの、ＡＤＬ値、栄養状態、⼝腔機能、認知症の状況その他の⼊所者
の⼼⾝の状況等の基本的な情報を、厚⽣労働省に提出する。・必要に応じて
サービス計画を⾒直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他
サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活⽤する。

研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部⾨を設置し、組織的に安
全対策を実施する体制が整備されていること。

⼊所者⼊院し、経管栄養等を導⼊など、施設⼊所時とは⼤きく異なる栄養管理が必要となった場合につい

て、管理栄養⼠が当該医療機関の管理栄養⼠と連携して、再⼊所後の栄養管理に関する調整を⾏った場合

に加算。

死亡⽇３１⽇以上
〜４５⽇以下

死亡⽇以前４⽇以
上３０⽇以下

死亡⽇の前⽇及び
前々⽇

死亡⽇

テレビ、ラジオ、電気⽑布など。（電源を使⽤した場合。）


